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◎議長（武田悌一氏） 開会前ですが、報道機関から撮影の申出がありましたので、許可

しております。 

開会 午前１０時００分 

  ──────────────────────────────────────── 

◎開 会 宣 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏） ただいまから、令和４年第２回三笠市議会臨時会を開会します。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎開 議 宣 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏） これより、本日の会議を開きます。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏） 日程の１ 会議録署名議員の指名についてを議題とします。 

 会議録署名議員は、会議規則第８５条の規定により、３番折笠議員及び４番只野議員を

指名します。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第２ 会 期 の 決 定 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏） 日程の２ 会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 今臨時会の会期は、本日１１月１５日の１日間としたいと思います。御異議ありません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 会期は、１日間と決定しました。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第３ 報告第１９号 令和４年度三笠市一般会計補正予 

            算（第５回）の専決処分について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏） 日程の３ 報告第１９号 令和４年度三笠市一般会計補正予算

（第５回）の専決処分についてを議題とします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。 

 市長、登壇願います。市長。 

（市長西城賢策氏 登壇） 



◎市長（西城賢策氏） 報告第１９号令和４年度三笠市一般会計補正予算（第５回）の専

決処分について報告申し上げます。 

 今回の補正は、既定予算額１１８億１,１０５万６,０００円に１億１,１４０万円を追

加し、予算の総額を１１９億２,２４５万６,０００円としたものであります。 

 補正予算の内容については、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業の

実施によるものであり、諸般の事情から１０月２１日に専決処分を行ったものであります。 

 本来であれば議会提案すべきところでありますが、その機会がないとの判断から、地方

自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分を行ったものであります。 

 以上、報告といたしますので、御承認くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

◎議長（武田悌一氏） これより、報告第１９号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 質疑ないようですから、質疑を終了します。 

 次に、報告第１９号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 報告第１９号について、承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 報告第１９号令和４年度三笠市一般会計補正予算（第５回）の専決処分については、承

認することに決定しました。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第４ 議案第６５号から議案第６７号までについて 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏） 日程の４ 議案第６５号から議案第６７号までについてを一括議

題とします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。 

 市長、登壇願います。市長。 

（市長西城賢策氏 登壇） 

◎市長（西城賢策氏） 議案第６５号から議案第６７号まで、一括して提案説明申し上げ

ます。 

 最初に、議案第６５号三笠市長等の給料等条例の一部を改正する条例の制定及び議案第

６６号三笠市職員給与条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、今回の改

正は、本年８月８日の人事院勧告により国家公務員の給与が改定されたことから、これに

準拠し、必要な改正を行うものであります。 

 改正の内容は、給料について、初任給を大卒で３,０００円、高卒で４,０００円引き上



げ、３０歳代半ばまでの職員が在籍する号俸について、所要の改正を行うものであります。 

 また、勤勉手当について、年間支給率を１００分の１０引き上げるものであります。 

 これにより、特別職の期末手当についても年間支給率を１００分の１０引き上げ、再任

用職員の勤勉手当についても１００分の５引き上げるものであります。 

 なお、議員については、市長に準ずることとなっていることから、同じ内容の改正とな

るものであります。 

 施行期日は、給料については令和４年４月１日から、期末手当等については令和４年１

２月１日から、令和５年度以降の期末手当等については令和５年４月１日から施行するも

のであります。 

 次に、議案第６７号令和４年度三笠市一般会計補正予算（第６回）についてであります

が、今回の補正予算は、既定予算額１１９億２,２４５万６,０００円に７,１４６万５,０

００円を追加し、予算の総額を１１９億９,３９２万１,０００円とするものであります。 

 補正予算の内容については、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業の

追加によるものであります。 

 以上、議案第６５号から議案第６７号まで一括して提案説明といたしますので、御審議

くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

◎議長（武田悌一氏） これより、議案第６５号から議案第６７号までについて、一括し

て質疑を受けます。質疑のある方は発言願います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 質疑ないようですから、質疑を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第６５号から議案第６７号までについては、委員会付託を省略し、即決することに

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認め、委員会付託を省略することに決定しました。 

 これより、討論、採決を行います。 

 初めに、議案第６５号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第６５号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第６５号三笠市長等の給料等条例の一部を改正する条例の制定については、原案の

とおり可決することに決定しました。 

 次に、議案第６６号について討論を行います。 



（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第６６号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第６６号三笠市職員給与条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとお

り可決することに決定しました。 

 最後に、議案第６７号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第６７号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第６７号令和４年度三笠市一般会計補正予算（第６回）については、原案のとおり

可決することに決定しました。 

 以上で、今臨時会に付議された事件は、全て終了しました。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎閉 会 宣 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏） これをもちまして、令和４年第２回三笠市議会臨時会を閉会しま

す。 

 御苦労さまでした。 

閉会 午前１０時１０分    



 

 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 

令和  年  月  日 

 

 

   議 長       

 

   署 名議員       

 

   署 名議員       


